
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 時間給で働いている方はわかりやすいですが、月給制で働いていると「時間給を知らない」とい

うことはありませんか？計算してみると、最低賃金を下回っていることがあります。 

◎月給制の時間給の算出方法 

Ａさんの場合 

基本給 特殊業務手当 資格手当 残業手当 通勤手当 総支給額 

220,000円 50,000円 15,000円 35,780円 8,000円 328,780円 

労働条件 年間休日 年間所定労働日数 

1日 8時間 祝日休み 夏季休暇 3日 年末年始 6日 126日 239日 

 

 

 

 手当によっては、算定基礎に含まない手当もあります。わからない場合は、問い合わせください。企

業によっては、時間給で働く人だけを最低賃金に違反しないように引き上げ、月給制の社員の計算をし

ていない場合もあります。一度確認してみましょう。 

 

 

  

このような不満があっても、ガマンして働くことが多いと思います。上記のような問題は、労働基準

監督署などの行政に相談しても解決しません。労働基準監督署で扱っている法律は「労働基準法」「最

低賃金法」「労働安全衛生法」だけです。最低賃金に違反してない上記のような問題は解決できません。 

 しかし、最低賃金違反さえしていなければいいということではありません。勤続年数に応じて昇給し

ていくシステムであれば、システムを崩さない対応が必要です。これまで働いてきた人たちのモチベー

ションの低下を招き、働く人同士の関係性の悪化にもつながりかねません。 

 

 

 

労働組合は、労働条件の向上を要求し、労働条件を変えることができます。

不満を抱えたまま働くことになれば、退職を考えるようになったり、職場の雰

囲気が悪くなるなど、デメリットの方が多くなります。不満をそのままにせず、

声に出して改善を求めることで、大きな一歩を踏み出すことができるかもしれ

ません。 

 1人では困難なことも、職場の仲間と労働組合の支えが、「改善」につながる

こともあります。黙って不満を抱えたまま泣き寝入りしてしまうことで、その

不満は「なかったこと」になります。 

職場で労働組合を作ること、地域の労働組合に加入し、ともに労働条件を改善するチャンスです。い

まこそ、労働組合の力を活用しましょう。私たちがサポートします。 

 

 

年間所定労働日数 239日×8時間＝1912時間÷12カ月＝159.33時間(1か月の所定労働時間) 

285,000円(基本給＋特殊業務手当＋資格手当)÷159.33時間＝1,789円 

 

フルタイムのパートとして働いています。時給 950円から始まって、

2 年働いてようやく 960 円になりました。ところが、最低賃金が上が

ったので、928 円以下で働いている人は、みんな 960 円になります。

経験やスキルが違うのに、入社したばかりの人と同じ時給っておかし

くないですか？ 


